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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　原子炉圧力容器を格納する原子炉格納容器と、
　前記原子炉格納容器内の圧力抑制室とドライウェルとの空間を区画するダイアフラムフ
ロアと、
　前記原子炉格納容器の側壁を一側壁として共有すると共に、底壁も前記原子炉格納容器
に一体に接続されたプールとを備えた原子炉建屋であって、
　前記ダイアフラムフロアは、前記プールの底面に対面する前記ダイアフラムフロアの上
面に滑り材を備えることを特徴とする原子炉建屋。
【請求項２】
　請求項１記載の原子炉建屋であって、
　前記原子炉格納容器の側壁のうち、前記プールに対面する部位に発泡金属を設置するこ
とを特徴とする原子炉建屋。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の技術分野は、建屋内の構造に関し、建屋内での重量構造物の建屋への設置構造
に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
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　地盤から建屋への地震エネルギーを緩衝するためには、滑り型免震装置や積層ゴム型免
震装置を地盤と建屋の間に介在させることが知られている（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　他の方法として、建屋を水槽内に置いて、その建屋と水槽内壁との間に水平用と上下用
との各ばねダンパー装置を装備しておくことが知られている（例えば、特許文献２参照）
。
【０００４】
【特許文献１】特開２００６－２４５６号公報
【特許文献２】特開平１１－１５３１８４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上記特許文献１，２のように、建屋を複数の免震装置で局部的に支持する構成は、垂直
方向の支持が局部的に点在した形態と成るので、重量構造物を支持するには免震装置が局
部で集中荷重を支持する必要性から一つ一つの免震装置が大型化する。そのため、建屋内
の限られた空間内に設置されえる構造物に対して免震装置を装備採用しがたい要因がある
。
【０００６】
　原子炉建屋の場合には、その建屋に内蔵している原子炉格納容器は、垂直な側壁とその
側壁に直行する略水平なダイアフラムフロアと称する床を原子炉格納容器内部に備えてい
る。その床に重量構造物を設置することが考えられる。
【０００７】
　ダイアフラムフロアは原子炉格納容器内を圧力抑制室内と原子炉圧力抑制室外との圧力
差や周囲の温度の変化によって、変形したり伸縮したりして、過大な応力がダイアフラム
フロアに発生しないように設計され設置されている。
【０００８】
　その一方で、ダイアフラムフロアは変形し易いように設計されているので、そのダイア
フラムフロアに重量構造物を建設設置すると、その重量構造物とダイアフラムフロアとの
設置面の剛性が高くなって、ダイアフラムフロアが重量構造物の剛性で拘束を受けて変形
や伸縮し易い機能が損なわれる。
【０００９】
　そこでダイアフラムフロアに隣接する原子炉格納容器の垂直な側壁を重量構造物の一側
壁に、そしてダイアフラムフロアを重量構造物の底壁１３として、それぞれ共有して重量
構造物をダイアフラムフロア上に構築することが考えられるが、これでもダイアフラムフ
ロアが側壁と一体となるので、ダイアフラムフロアの自由な変形や伸縮を阻害する課題が
生じる。
【００１０】
　原子炉格納容器の垂直な側壁を重量構造物の一側壁に共有した場合には、地震時の側壁
への横荷重が過大になりがちである。
【００１１】
　このように本来必要なダイアフラムフロアの自由な変形や側壁への横荷重の過大化は原
子炉格納容器の機能に無理を与える可能性が含まれる。
【００１２】
　したがって、本発明の目的は、建屋の床上に構造物を配置する際に、免震装置を用いる
ことなく、その建屋に無理を与えないような構造の建屋を提供することにある
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明の課題の解決手段は、本発明は、建屋の床に構造物を滑り材を介して設置して前
記床と前記構造物との間の相対的移動を許容してあることを特徴とした建屋であり、さら
に好ましくは、前記構造物は前記建屋の側壁を共有する重量構造物であることを特徴とし
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た建屋である。
【００１４】
　他の解決手段は、建屋の側壁に発泡金属を設置し、前記発泡金属を設置した側壁を共有
するように構造物を前記建屋の床から切り離して前記建屋に設置してあることを特徴とし
た建屋であり、さらに好ましくは、前記構造物は前記発泡金属を設置した側壁を共有する
重量構造物であることを特徴とした建屋であり、一層好ましくは、建屋の床に構造物を滑
り材を介して設置して前記床と前記構造物との間の相対的移動を許容してあることを特徴
とした建屋である。
【００１５】
　さらに他の解決手段は、前記のいずれかの建屋において、前記建屋は原子炉建屋であっ
て、前記原子炉建屋は、原子炉格納容器を内蔵し、前記原子炉格納容器内には、床として
圧力抑制室内外を区画するダイアフラムフロアを、側壁として前記ダイアフラムフロアに
隣接して垂直な壁とを備えていることを特徴とした建屋である。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明は、建屋の床上に装備される構造物による建屋の床又は建屋の側壁又はその両方
に対する無理な荷重や応力の発生を抑制して建屋の安全維持に寄与できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　本発明の実施例で採用される構造は、建屋の壁と床とを共有して設置する拘束条件の厳
しい重量構造物において、重量構造物と床面を共有せず、床面上に金属板，レール，コロ
等の滑り材を配置し、その上に重量構造物を配置する。重量構造物の自重のみ受け持つ構
造とすることにより、設置床面であるダイアフラムフロアの変形が発生した場合、滑り材
の効果により重量構造物が床面上を滑ることにより変形の影響を逃がし、直接床との拘束
部が存在しないことにより、重量構造物の応力を低減することを特徴とする構造である。
【００１８】
　本発明の他の実施例で採用される構造は、建屋のフロア面と重量構造物底面との間に滑
り材となる金属板もしくはレール，コロを配し、また、壁面については、緩衝材となる発
泡金属を埋め込む構造を有することを特徴とする構造である。
【００１９】
　本発明の各実施例は、重量構造物としてコンクリート製のプールを想定している。本発
明の各実施例では、プール底面とダイアフラムフロア床面とは共有関係に無く、互いに切
り離されている上、ダイアフラムフロア床面上に金属板，レール，コロ等の滑り材の中か
ら滑り材として金属板を選択して配置し、ダイアフラムフロアは重量構造物の自重のみ受
け持つ構造とすることにより、設置床面であるダイアフラムフロアの変形が発生した場合
、滑り材の効果により重量構造物とダイアフラムフロアとの間で滑り作用が発生して変形
の影響を逃がし、ダイアフラムフロアへの重量構造物の直接的な拘束部が存在しないこと
で、重量構造物によるダイアフラムフロアの拘束による応力の発生を低減することが可能
となる。
【００２０】
　また、上下方向もしくは水平方向の荷重が発生した場合、直接床面との拘束部が存在し
ないため、荷重による過大な応力が発生することなく、壁については、発泡金属等の緩衝
材を埋め込む構造を有することで、重量構造物及び建屋の壁部分にかかる荷重の影響を低
減することが可能となる。特に重量構造物が液体を内包した構造物である場合には、構造
物内に蓄えられた液体のスロッシングによる壁面への荷重の負荷を発泡金属の緩衝作用で
緩和でき、建屋の安全に寄与できる。さらには、本発明の各実施例では従来の免振装置，
耐震構造のような特殊な構造，機器，スペースを必要としないので、導入し易いという利
点がある。
【００２１】
　以下、本発明の各実施例を図面を用いて詳細に説明する。
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【実施例１】
【００２２】
　図１に示す建屋は、原子力発電所の原子炉建屋１である。原子炉建屋１内には、鉄筋コ
ンクリート製の原子炉格納容器２が内蔵されている。原子炉格納容器２内には、原子炉圧
力容器３などが格納され、放射能漏れなどが無いように密閉されている。
【００２３】
　原子炉格納容器２は、圧力抑制室７とドライウェルとの空間を区画する略水平なダイア
フラムフロア５が構築されている。ダイアフラムフロア５は、鋼材の骨組みにコンクリー
トを施工して構築されている。この圧力抑制室７には冷却水９が底部に蓄えている。そし
て、この圧力抑制室７は、原子炉圧力容器３から過剰な蒸気や漏洩事故による蒸気がドラ
イウェルから圧力抑制室７内の冷却水に吹き込まれてくると、その蒸気を冷却水９で凝縮
及び冷却して原子炉格納容器２内の圧力の上昇を抑制する機能を担っている。
【００２４】
　ダイアフラムフロア５は、図２のように、原子炉格納容器２の側壁４に近い端部が、そ
の側壁４から突き出された支持ブラケット１４上に、支持ブラケット１４に対してダイア
フラムフロア５は水平方向へ自由に動けるように搭載されて設置されている。したがって
、原子炉格納容器２内の温度変化が生じるとダイアフラムフロア５は支持ブラケット１４
に対して水平方向へ自由に動いて伸縮することでダイアフラムフロア５に過大な応力の発
生がない。
【００２５】
　また、図２のように、ダイアフラムフロア５と原子炉格納容器２の側壁４との間には、
伸縮自在な金属ベローがシール１５として設置されている。そのため、雰囲気の圧力抑制
室内とドライウェル空間内との間の自由な往来はダイアフラムフロア５とシール１５とで
隔絶されている。シール１５は伸縮自在であるので、ダイアフラムフロア５の自由な動き
を拘束しない。
【００２６】
　また、蒸気漏洩事故が発生すると、圧力抑制室７とドライウェル８との間には圧力差が
発生し、その発生に基づいてダイアフラムフロア５が上下に弾性的に変形する。即ち、ダ
イアフラムフロア５は変形しやすい様に、及び水平方向へ動き易いように構築されて、そ
の変形や移動で破壊されること無く圧力差や温度差に対応できるようになっている。また
、ダイアフラムフロア５は変形や動き易いように途中部分が下方から一切支持されていな
い。
【００２７】
　このような、建屋の床としてのダイアフラムフロア５上に鉄筋コンクリート製のプール
を重量構造物として建設する際に、原子炉圧力容器３の垂直な側壁４を重量構造物６の一
側壁として、及びダイアフラムフロア５を重量構造物６の底壁１３として共有するように
構築することが考えられえるが、そのような構築構造であると、ダイアフラムフロア５が
側壁４や重量構造物６によって拘束されて自由に変形したり水平方向に動いたりすること
が困難となってダイアフラムフロア５や重量構造物６に過剰な応力が発生し易くなる。
【００２８】
　そこで、図２のように、重量構造物６の底面に対面するダイアフラムフロア５の上面に
滑り材としての金属板１１，レール，コロ等から選択した金属板１１をスタッドを用いて
ダイアフラムフロア５に設置する。その設置に際しては、ダイアフラムフロア５にコンク
リートを施工する際に、金属板１１の裏面に溶接固定しておいたスタッドをダイアフラム
フロア５のコンクリートに埋設するようにして設置する。その金属板１１は、ダイアフラ
ムフロア５の変形を阻害しないように剛性が設定されている。
【００２９】
　一方、重量構造物６は、原子炉格納容器２の側壁４を一側壁として共有し、重量構造物
６の底壁１３もその側壁４に一体に接続されている。その重量構造物６の底壁１３は、金
属板１１上に載せられてダイアフラムフロア５には直接接続されることなく、ダイアフラ
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ムフロア５に対しては切り離されている。このように、重量構造物６は床としてのダイア
フラムフロア５上にダイアフラムフロア５の構築部材を共有することなく設置されている
。
【００３０】
　このように、重量構造物６は原子炉建屋１内の側壁４と一部を共有とする構造となって
いるが、ダイアフラムフロア５については共有せず、互いに独立の構造としてある。その
ダイアフラムフロア５上面に滑り材としての金属板１１，レール，コロ等のいずれか、あ
るいは組み合わせて設置し、その上にプール６が配置される。重量構造物６の自重につい
ては重量構造物６に接触するダイアフラムフロア５面と側壁４にて垂直荷重を受けるもの
とする。
【００３１】
　ダイアフラムフロア５において、地震などで水平方向もしくは上下方向の荷重が加えら
れた場合や、圧力や熱等の影響によるダイアフラムフロア５の変形や伸縮が発生した場合
、ダイアフラムフロア５面を共有した構造においては拘束条件が厳しいため、重量構造物
６の支持部に過大な応力が発生する。しかし、実施例１においては、ダイアフラムフロア
５の変形や伸縮が発生した場合、滑り材としての金属板１１上で重量構造物６の底壁１３
が滑る事でダイアフラムフロア５面の変形や伸縮の自由度を確保し、その変形や伸縮を拘
束する事による過大な応力の発生を抑制している。
【００３２】
　このようにダイアフラムフロア５と重量構造物６とが直接接続されていない独立した構
造であるのでダイアフラムフロア５の変形や動きが重量構造物６によって拘束されず、過
大な応力の発生がない。そのため、ダイアフラムフロア５や重量構造物６の破損が生じに
くい安全な原子炉建屋１が提供できる。本実施例では、滑り材である金属板１１をダイア
フラムフロア５に固定設置したが、重量構造物６の底壁１３の下面に固定設置してもよい
。
【実施例２】
【００３３】
　本発明の実施例２は、前述の実施例１にある構成を追加した構造の原子炉建屋１を提供
せんとするものである。即ち、追加した構造とは、原子炉格納容器２の垂直な側壁４の重
量構造物６に対面する部位に緩衝材として発泡金属の板を埋め込んである構造である。そ
の他の構造は、先述の実施例１と同じであるので、説明を省略する。
【００３４】
　発泡金属として発泡アルミの板１２を用いる。発泡アルミの板１２にスタッドを接続し
、そのスタッドと発泡アルミの板１２とを側壁４のコンクリートを施工する際にそのコン
クリートで埋設するようにして、発泡アルミの板１２が重量構造物６側に薄いコンクリー
ト層を介して対面するようにする。
【００３５】
　本実施例でも、水平方向もしくは上下方向の荷重が発生した場合、ダイアフラムフロア
５と重量構造物６とが直接的には接続されること無く独立した構造であり、金属板１１に
よる滑り効果により重量構造物６が拘束されずダイアフラムフロア５に対して相対的に滑
るため、互いに拘束しあって過大な応力を発生すると言う現象を低減することが可能であ
る。
【００３６】
　側壁４については重量構造物６及び建屋からの荷重がかかった場合、側壁４と重量構造
物６の共有部の強度が必要となるが、その荷重が発泡アルミの板１２に伝達された際にか
かる荷重を緩衝して低減することができる。
【００３７】
　このように、実施例２においてもダイアフラムフロア５の変形や伸縮が発生した場合、
実施例１と同様、滑り材の効果により重量構造物６がダイアフラムフロア５床面上を相対
的にすべる事でそのダイアフラムフロア５の変形や伸縮の影響を逃がし、ダイアフラムフ
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【００３８】
　重量構造物６が拘束されている側壁４の共有箇所について、ダイアフラムフロア５の変
形や伸縮により重量構造物６が相対的にすべることで荷重がかかるが、緩衝材である発泡
アルミの板１２がその荷重を緩衝して低減することにより、重量構造物６と側壁４の共有
箇所の応力を低減することが出来る。
【産業上の利用可能性】
【００３９】
　本発明は、例えば、原子炉格納容器内のダイアフラムフロア上に重量構造物を設置する
際に利用される。
【図面の簡単な説明】
【００４０】
【図１】原子炉建屋１の縦断面図である。
【図２】第１実施例による図１の重量構造物部の拡大断面図である。
【図３】図２のＡ－Ａ矢視断面図である。
【図４】第２実施例による図１の重量構造物部の拡大断面図である。
【図５】図４のＢ－Ｂ矢視断面図である。
【符号の説明】
【００４１】
　１…原子炉建屋、２…原子炉格納容器、３…原子炉圧力容器、４…側壁、５…ダイアフ
ラムフロア、６…重量構造物、７…圧力抑制室、８…ドライウェル、９…冷却水、１１…
金属板、１２…発泡アルミの板、１３…底壁、１４…支持ブラケット、１５…シール。

【図１】 【図２】
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【図５】
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